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令和４年度道立都市公園等指定管理業務に係る管理の目標達成度評価要領
Ⅰ 各施設別評価調書

別紙調書のとおり

Ⅱ 評価方法（北海道立オホーツク公園を除く）

１ 「基礎点数」

ア 目標が数値設定で増加目標を設定している場合（利用者数の増加に関する指標）

「基礎点数」＝当該年度実績値／当該年度指標値×１０

イ 目標が数値設定で現状維持を設定している場合（有料施設の入場者数に関する指標等）

「基礎点数」＝当該年度実績値／当該年度指標値×１０

ウ 事故件数（安全性の確保）に関する指標（比率）の場合

「基礎点数」＝当該年度実績値／基準年度指標値×１０

エ 利用者の満足度の向上等に関する指標（比率）の場合

「基礎点数」＝当該年度実績値／当該年度指標値×１０

注) 評価対象年度の実績値が指標値を上回る場合は、基礎点数は上限の１０点とする。

基準年度実績値＝基準年度指標値

※小数点第１位を四捨五入。ただし、９点台の点数については、小数点以下の端数は切り捨て

２ 「ウエイト」

大項目（１）～（４）（北海道立オホーツク公園においては（１）～（４））に設定している達成目標ごとの

達成効果への反映割合を設定するもので、達成目標ごとの重要度に着目してウェイトを設定することとし、大

項目ごとのウェイトの合計が１０分の１０になるよう設定している。

３ 「項目点」

項目ごとの基礎点数にウェイトを乗じて算出 「項目点」＝基礎点数×ウェイト（小数点第二位四捨五入）

４ 「評価比率」

管理の目標全体に対する大項目ごとの達成効果への反映割合を設定するもので、項目の重要度に着目して

ウェイトを設定することとし、評価比率の合計が１０分の１０になるよう設定する。（ウェイト設定の考え方

と同様）なお、「利用者満足度の向上」については、満足度調査を隔年実施としていることから、調査を実施

しない年の評価比率は他の大項目へ再配分している。

５ 「評価点」

大項目ごとに項目点の合計に評価比率を乗じて算出
「評価点」＝項目点の合計×評価比率（小数点第二位を四捨五入）
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６ 「評価点合計」及び「評価」

大項目ごとの評価点の合計数値によりランク分けしＡ～Ｅにより評価する。

評価点の合計 評価 考 え 方

10.0 ～ 9.0 点 Ａ 目標達成に向け努力が評価できる。

8.9 ～ 8.0 点 Ｂ 目標達成に対し、一定程度の努力が評価できるが、一層の努力を要する。

7.9 ～ 7.0 点 Ｃ 目標達成に対し更なる努力が必要で、取組み方法等の検討を要する。

6.9 ～ 5.0 点 Ｄ 目標達成への課題や取組みについて検証を行い、取組みの見直し等を要する。

4.9 ～ 0 点 Ｅ 業績が著しく不良であり、道が改善指示を行う。指示等を行ってもなお、改

善されない場合は、業務の全部又は一部の停止若しくは指定の取消しを行う

７ 「例外」

(1) 基準年度指標値（＝基準年度実績）と同数又は下回る指標値を設定している場合

『基礎点数』→目標を達成した場合は１０点、達成できなかった場合は０点とする。

(2) 新規事業などで基準年度指標値（＝基準年度実績）がない場合

『基礎点数』→当該年度指標値に対する当該年度実績値の割合により算出（実績値／指標値×１０）

ただし、事故件数（安全性の確保）については、１のウと同様とする。

Ⅲ 評価方法（北海道立オホーツク公園）

１ 評価方式

目標値の達成状況により直接評価・採点する。

２ 総合評価

各項目の評価点の合計数値によりランク分けしＡＡＡ～Ｃにより評価する。

Ⅳ 評価方法（共通）

１ 調整点

目標設定時点では到底予測できなかった特殊事情のため、目標達成できなかった場合に限り、評価点を調整し

て加点を行う。 調整点は、不測の事態等により目標値に対する達成率が著しく低い場合に加点することとし、総

合評価段階で総点数の一割程度の１．０を加点する。

２ その他

その他、基礎点数の算出において上記により難い特別な事由が生じた場合は、別途算定方法を定める。

評価点の合計 評価 　　　　　　　　 　考    え    方 

115点以上～120点以下 ＡＡＡ 非常に適切な管理運営である。

105点以上～115点未満 ＡＡ 十分に達成水準を満たしている。

 95点以上～105点未満 Ａ 達成水準を満たしている。

 90点以上～95点未満 Ｂ 達成水準を満たしていない。

目標達成への課題や取組みについて検証を行い、取組みの見直し等を

要する。

 90点未満 Ｃ 不適切な管理運営であり、道が改善指示を行う。

指示等を行ってもなお、改善されない場合は、業務の全部又は一部の

停止若しくは指定の取消しを行う。


